
達令公示第１２号 

教区青少幼年教化推進本部規程の一部を改正する達令を次のように公示する。 

２０２５年６月２７日 

宗務総長 木 越   渉  

 

教区青少幼年教化推進本部規程の一部を改正する達令 

 教区青少幼年教化推進本部規程（１９９１年達令公示第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条中「第３２条」を「第３３条」に改める。 

   附 則 

 この達令は、２０２５年７月１日から施行する。 


